
水道利用加入金（特例・減免・免除）申請書 

（宛先）座間市公営企業管理者 

座間市水道事業給水条例第４７条の３または第４７条の５の規程により、水道利用加入金

の（特例・減額・免除）を受けたいので申請します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜減免等認定額算出＞ 

上記申請について、下記理由により（特例・減額・免除）としてよいか伺います。 

 

□ 現市民特例規程 （給水条例第４７条の３） 

□ 公共事業移転 （給水条例第４７条の５） 

□ 火災・洪水移転 （ 〃 ） 

□ 急傾斜地法移転 （ 〃 ） 

□ 共同住宅附帯栓 （ 〃 ） 

□ その他 （ ） 

 

算 

式 

 特例減額 円 

減 額 円 

免 除 円 

 
注）  申請者は、太枠内だけ記入して下

さい。 

課 長 係 長 合 議 係 員 

    

 

 年    月    日 

 

申請者 
住  所  

氏  名  

特例、減額又は免除を受け

ようとする給水装置の設置

場所 

 
座間市 

種 別 該 当 理 由 添 付 書 類 

該 

当 

す 

る 

種 

別 

 

□ 現市民特例 

市内に引き続き３年以上居住し、

自己の居住用の家を建築 

するために水道を新設 

□ 住民票の写し 

 
 

□ 建築確認済書（写） 

 

□ 減 額 

 

 

□ 免 除 

□ 公共事業移転 

□ 火災・洪水移転 

□ 急傾斜地法移転 

□ 共同住宅附帯栓 

□ その他（ ） 

 

 


